
  

 

平成 29年 鳥羽市教育委員会会議録 

 

第 1回 臨時会 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

場 所     鳥羽市教育委員会事務局 教育長室 

期 日     平成 29年 6月 9日（金） 

 

開 会     午後１時 00分 

 

閉 会     午後 1時 30分 

 

 

出席委員 

委   員    山 下 隆 広 

委   員    亀 川 聖 子 

委   員    江 崎 ユ ミ 

委   員    岡 村 忠 夫 

教 育 長    斎 藤 陽 二 

 

 

出席職員（説明員及び書記） 

総 務 課 長   世 古 雅 人 

学校教育課長   岩 本 和 也 

生涯学習課長   榎   高 広 

（書 記） 

総務課長補佐   寺 本 晃 洋 

総務課係員   北 橋 亜由那 
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件   名 
日程第１  議案第 39号 

 教育長の辞職の同意について 

担当課説明等 

（教育長） 

  定刻になりました。ただ今より平成 29 年鳥羽市教育委員会第１回臨時

会を開会します。 

  日程第１議案第 39号「教育長の辞職の同意について」を議題とします。 

  担当課長説明をお願いします。 

 

（総務課長） 

  日程第１議案第 39号「教育長の辞職の同意について」説明いたします。 

  平成 29年 5月 31日に、教育長から 6月 30日付での退職願が提出され 

ております。 

 教育長の辞職につきましては「地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第 10条の規定に基づき、地方公共団体の長及び教育委員会の同意を得

る必要があるため、ご審議をお願いするものです。よろしくお願いします。 

 

（教育長） 

  まず、本日私ごとの事案により臨時の教育委員会を開会いただきまして

誠にありがとうございます。私の任期は平成 28年 10月 1日～平成 31年

9月 30日でございますが、この度一身上の都合によりまして、平成 29年

6 月 30 日付で辞職させていただきたく退職願を提出したところでござい

ます。この件につきまして、よろしくご審議いただきますようお願いしま

す。 

なお、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14条第 6号で、自

己の事件について、その議事に参加することができないと規定されており

ますので、審議が終了するまで退席させていただきます。その間、教育長

職務代理の山下委員に議事の進行をお願いしたいと思います。 

 

―教育長退席― 

 

（山下委員） 

  それでは、議事を進めさせていただきます。質疑意見等がありましたら

ご発言ください。 
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委員質疑確認 

及び 

事務局応答説明 

【質疑・応答】 

人事案件のため非公開 

 

（山下委員） 

  それではお諮りいたします。教育長の辞職に同意することにご異議ござ

いませんか。 

 

（全員） 

異議なし 

 

（山下委員） 

  異議なしと認めます。 

よって第 39号「教育長の辞職の同意について」は承認することに決定

いたしました。 

 

議 事 結 果 承 認 

 

 

 

 

 

 

午後 1時 30分  閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


